
I!!-i后における全面緊急事態で必要となる輸送熊力及びその確保 1ヽ 内閣府c.，bincIOfflcc,Covcrnnmnl oflapm 

►
►
 

►

A
、

唐雀希において全面緊急事態で必要となる輸送能力は、 674人分、 I＼・ス18台。
佐賀県は、「災害時における緊急輸送に関する協定」※1に基づきPAZ内市町のI＼・ス会社が保有する車両

により、必要車両台数を確保。
車両及び運転手については、佐賀県I\•ス・タクシー協会等の協力により、更に余裕を持った台数・人数を確保。
各事業所の従業員の避難方法については各事業所単位で周知（施設敷地緊急事態で、自家用車により

帰宅）。

＜虐葎布における全面緊急事態で必要となる輸送能力＞
--・ - ---ーー・ い一 ，ー •-~•r--~向

※1 佐賀県と一般社団法人佐賀県／l＊ス・タりシ—協会（協力事業者26社）が、平成29年6月6日に締結
※2 /l＊スは、地域特性を踏まえ、 3種類の乗車人数（大型l':1.:46人乗り、中型/l＊ス ：35人乗り、小型l¥＊ス ：20人乗り）を想定

からつし

＜唐津市における全面緊急事態での輸送能力の確保＞
4ー・ マ

(A)最大必要車両台数 18台

゜(B)車両確保台数 計18台以上

確
保
先

PAZ内市町のJ¥`ス会社が

保有する車両 18台以上

PAZ内市町のI＼・ス会社が保有する軍両173台の
うち、 施設敷地緊急事態で使用する38台の車両

を除く、残りの135台の車両を使用

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、 自衛隊）が必要に応じ
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戸における自家用車で避難できない住尽霜集合場所への醗車順路＿l乙内閣府Cabinet Ofnc,, Govtrnmtnt of Japan 

19んかいちょ、

妥紺椅•こよるアンケート調査の結果、 PAZ内の玄海町における自家用車で避難できない住民は381人。
自家用車で避難できない住民は、徒歩で各集合場所に集まり、佐賀県又は笙篇尉が配車した車両で、避難先であ

る小犠治へ避難。
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I唐霞市における自家用車で避難できない住民の：芸場所への酷車順路 I乙内閣府Cabinet Office, Government o(Japan 

► 唐滋活によるアンケート詞査の結果、 PAZ内の唐蒼市における自家用車で避難できない住民は589人。

► 自家用車で避難できない住民は、徒歩等で各集合場所に集まり、佐賀県又は感葎布が配車した車両で、避難先で

ある、旨渚街、i昆怜へ避難。
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【凡例】
000●●O●：集合場所

I玄涵訂におけるPAZ内から避難先までの主な経路 I ヽ 7内閣府Cabin ti Offiet, Govunmtnl of Jo pan 

► 地域毎に予め避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により避難を
実施。

。
※対象住民はPAZ
対象地区の人口か
ら施設敷地緊急事
態で避難する住民
を除いた数
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《避難経路の考え方》
・円滑な避難のため、可能な範囲で地域毎に分散して経路を設定
・住民が覚えやすく実行しやすい避難誘導計画となるよう、基本と
なる単一の避難経路をあらかじめ設定

・自然災害等により、道路の遮断や障害物による道路幅の減少等が
想定又は確認できるときは、各道路管理者と協力し、代替避難路
を速やかに確保。その上で、あらかじめ定めた避難計画にかかわ
らず、代替となる安全な避難経路において避難
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道254号→県道23号→県道340
:52号→国道203

【凡例】

：基本経路
：代替経路（例）

〇 ：避難先市町所在地
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